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徳
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号

徳
島
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
及
び
徳
島
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
教
育
長
専
決

に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長

中

川

斉

史

徳
島
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
及
び
徳
島
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
教
育
長

専
決
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

第
一
条

徳
島
県
教
育
委
員
会
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
徳
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
の
四
中
第
九
号
を
第
十
号
と
し
、
第
八
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

九

寄
宿
舎
（
徳
島
県
立
高
等
学
校
総
合
寄
宿
舎
を
含
み
、
特
別
支
援
学
校
の
寄
宿
舎
を
除
く
。
）

の
新
設
等
に
係
る
企
画
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

第
十
五
条
の
二
の
見
出
し
を
「
（
教
育
改
革
統
括
監
及
び
教
育
次
長
）
」
に
改
め
、
同
条
中
「
前
条

」
の
次
に
「
及
び
前
項
」
を
加
え
、
同
条
を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を

加
え
る
。
前
条
に
規
定
す
る
職
の
ほ
か
、
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
事
務
局
に
教
育
改
革
統
括
監
を
置
き
、

そ
の
職
務
は
、
上
司
の
命
を
受
け
、
教
育
に
係
る
特
に
高
度
の
知
識
又
は
経
験
を
必
要
と
す
る
事
項

を
総
括
整
理
す
る
と
と
も
に
、
教
育
改
革
の
推
進
に
関
す
る
事
項
を
統
括
整
理
す
る
も
の
と
す
る
。

第
二
条

徳
島
県
教
育
委
員
会
の
権
限
に
属
す
る
事
務
の
教
育
長
専
決
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年

徳
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
号
イ
及
び
同
条
第
二
号
イ
中
「
副
教
育
長
」
の
次
に
「
、
教
育
改
革
統
括
監
」
を
加
え

る
。
附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



徳
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号

表
記
の
適
正
化
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
理
に
関
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長

中

川

斉

史

表
記
の
適
正
化
に
伴
う
関
係
規
則
の
整
理
に
関
す
る
規
則

（
徳
島
県
教
育
委
員
会
職
員
服
務
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

徳
島
県
教
育
委
員
会
職
員
服
務
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
徳
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
二
項
中
「
（
平
成
四
年
徳
島
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
四
）
」
を
「
（
徳
島
県
人
事
委
員

会
規
則
七
―
四
）
」
に
改
め
る
。

第
十
七
条
中
「
（
昭
和
四
十
年
人
事
委
員
会
規
則
八
―
二
）
」
を
「
（
徳
島
県
人
事
委
員
会
規
則
八

―
二
）
」
に
改
め
る
。

（
技
能
教
育
施
設
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

技
能
教
育
施
設
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
五
年
徳
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
、
第
三
条
第
一
項
第
六
号
及
び
第
六
条
第
二
項
」
を
「
及
び
第
四
条
第
一
項
第
六
号
」

に
改
め
る
。

第
三
条
中
「
第
三
条
第
一
項
第
六
号
」
を
「
第
四
条
第
一
項
第
六
号
」
に
改
め
、
同
条
を
同
条
第
二

項
と
し
、
同
条
に
第
一
項
と
し
て
次
の
一
項
を
加
え
る
。

政
令
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
内
容
変
更
の
届
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
指
定
技
能

教
育
施
設
内
容
変
更
届
出
書
（
第
二
号
様
式
）
を
教
育
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
条
の
見
出
し
中
「
指
定
」
の
次
に
「
等
」
を
加
え
、
同
条
第
一
項
中
「
省
令
第
六
条
第
二
項
」

を
「
政
令
第
三
十
三
条
の
二
」
に
改
め
、
「
に
よ
る
」
の
次
に
「
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
及
び
政

令
第
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
」
を
加
え
、
「
（
第
二
号
様
式
）
」
を
「
（
第
三
号
様

式
）
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

３

政
令
第
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
の
変
更
及
び
指
定
の
解
除
を
申
請
し
よ
う
と
す
る

者
は
、
連
携
措
置
に
係
る
科
目
指
定
変
更
（
指
定
解
除
）
申
請
書
（
第
四
号
様
式
）
に
、
第
一
項
第

一
号
か
ら
第
六
号
に
規
定
す
る
書
類
を
添
え
て
教
育
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
廃
止
の
届
出
）

第
四
条
の
二

政
令
第
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
技
能
教
育
施
設
の
廃
止
を
し
よ
う
と
す

る
者
は
、
指
定
技
能
教
育
施
設
廃
止
届
出
書
（
第
五
号
様
式
）
を
教
育
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

第
五
条
中
「
又
は
前
条
」
を
「
、
第
四
条
第
一
項
又
は
同
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
二
号
様
式
中
「

」
を
「

」
に
、
「技

能
教
育
施
設
の
指
定
等
に
関
す
る
規
則

（昭
和
３
７

，
、

「

学
校
教
育
法
施
行
令
第
３
３
条
の
２

年
文
部
省
令
第
８
号

）第
６
条
第
１
項

」
を

に
改
め

学
校
教
育
法
施
行
令
第
３
４
条
第
２
項

」



、
同
様
式
を
第
三
号
様
式
（
第
四
条
第
一
項
関
係
）
と
し
、
第
一
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加

え
る
。



第２号様式（第３条第１項関係）

年 月 日

徳島県教育委員会 殿

設置者の氏名及び住所

法人にあっては、名称及び主たる事務所の
所在地並びに代表者の氏名及び住所

指定技能教育施設内容変更届出書

学校教育法施行令第34条第1項の規定による技能教育施設の内容変更をしたいので、次のと

おり届け出ます。

変更事項 変更前 変更後



第
三
号
様
式
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。



第４号様式（第４条第３項関係）

年 月 日

徳島県教育委員会 殿

設置者の氏名及び住所

法人にあっては、名称及び主たる事務所の
所在地並びに代表者の氏名及び住所

連携措置に係る科目指定変更（指定解除）申請書

学校教育法施行令第34条第２項の規定による連携措置に係る科目の指定変更（指定解除）を受
けたいので、関係書類を添えて、申請します。

１ 技能教育施設のための施設の名称及び所在地

技能教育のための施設の名称

技能教育のための施設の所在地

２ 指定変更（指定解除）を受けようとする科目に関する事項

技能教育を受
指定変更（指定解除）を受けようとする技能教育に係る科目

技 能
ける者の数

教育の
修業

種 類 年限 申請時の 内容の １年間 履 修 同時に技能 担当する
定員 名称 の指導 教育を受け
実 員 数 概 要

時間数
年 次

る者の数
者 の 数

年 (変更前) 時間 人 人

(変更後)

３ 指定変更を受けようとする科目に係る技能教育のための施設及び設備の状況に関する事項

施 設 設 備

名 称 数 量 構 造 面 積
専用・

名 称 数 量
専 用 ・

共用の別 共用の別

(変更前) ㎡ (変更前)

(変更後) (変更後)



第５号様式（第４条の２関係）

年 月 日

徳島県教育委員会 殿

設置者の氏名及び住所

法人にあっては、名称及び主たる事務所の
所在地並びに代表者の氏名及び住所

指定技能教育施設廃止届出書

学校教育法施行令第35条第１項の規定による技能教育施設の廃止をしたいので、次のとおり届
け出ます。

技能教育のための施設の名称

技能教育のための施設の所在地

廃 止 予 定 年 月 日



（
県
費
負
担
教
職
員
の
服
務
の
監
督
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
三
条

県
費
負
担
教
職
員
の
服
務
の
監
督
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
徳
島
県
教
育
委
員

会
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
四
項
中
「
（
昭
和
四
十
年
徳
島
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
」
を
「
（
徳
島
県
人
事
委
員

会
規
則
七
―
一
」
に
改
め
る
。

（
教
育
長
の
職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
四
条

教
育
長
の
職
務
に
専
念
す
る
義
務
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
七
年
徳
島
県
教
育
委
員

会
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
六
号
中
「
（
平
成
十
七
年
徳
島
県
人
事
委
員
会
規
則
九
―
五
）
」
を
「
（
徳
島
県
人
事
委

員
会
規
則
九
―
五
）
」
に
改
め
る
。

（
徳
島
県
教
育
委
員
会
の
任
命
に
係
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
任
用
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

第
五
条

徳
島
県
教
育
委
員
会
の
任
命
に
係
る
会
計
年
度
任
用
職
員
の
任
用
等
に
関
す
る
規
則
（
令
和
二

年
徳
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
（
平
成
二
十
八
年
徳
島
県
人
事
委
員
会
規
則
四
―
九
）
」
を
「
（
徳
島
県
人
事

委
員
会
規
則
四
―
九
）
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。



徳
島
県
教
育
委
員
会
規
則
第
六
号

徳
島
県
教
育
委
員
会
規
則
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
等
の
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長

中

川

斉

史

徳
島
県
教
育
委
員
会
規
則
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
等
の
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
公
布
さ
れ
て
い
る
徳
島
県
教
育
委
員
会
規
則
（
以

下
「
既
存
規
則
」
と
い
う
。
）
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
こ
と
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め

る
も
の
と
す
る
。

（
形
式
の
改
正
）

第
二
条

既
存
規
則
の
形
式
を
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
左
横
書
き
に
改
正
す
る
。

一

既
存
規
則
に
お
け
る
右
方
は
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
既
存
規
則
（
以
下
「
改
正
後
規
則
」
と

い
う
。
）
に
お
け
る
上
方
と
し
、
既
存
規
則
に
お
け
る
上
方
は
改
正
後
規
則
に
お
け
る
左
方
と
す
る

。
二

改
正
後
規
則
に
お
け
る
文
字
（
符
号
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
順
序
は
、
既
存
規
則
に
お
け
る

文
字
の
順
序
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
は
、
既
存
規
則
に
お
い
て
既
に
左
横
書
き
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
表
（
別
表
を
含
む
。

以
下
同
じ
。
）
及
び
様
式
並
び
に
改
正
後
規
則
に
お
い
て
縦
書
き
と
す
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る

表
及
び
様
式
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

３

既
存
規
則
に
お
い
て
左
横
書
き
で
あ
る
部
分
及
び
縦
書
き
で
あ
る
部
分
が
混
在
し
て
い
る
表
及
び
様

式
そ
の
他
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
表
及
び
様
式
に
つ
い
て
は
、
教

育
長
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
用
字
及
び
用
語
の
整
理
）

第
三
条

既
存
規
則
中
の
用
字
及
び
用
語
の
整
理
に
つ
い
て
は
、
徳
島
県
条
例
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改

正
す
る
等
の
条
例
（
令
和
七
年
徳
島
県
条
例
第
四
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定

の
例
に
よ
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
教
育
長
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

（
委
任
）

第
四
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
教
育
長
が
別

に
定
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
規
則
の
様
式
に
相
当
す
る
既
存
規
則
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の

調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。



徳
島
県
教
育
委
員
会
告
示
第
一
号

徳
島
県
教
育
委
員
会
告
示
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
等
の
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長

中

川

斉

史

徳
島
県
教
育
委
員
会
告
示
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
等
の
告
示

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
告
示
は
、
こ
の
告
示
の
施
行
の
際
現
に
制
定
さ
れ
て
い
る
徳
島
県
教
育
委
員
会
告
示
（
以

下
「
既
存
告
示
」
と
い
う
。
）
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
こ
と
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め

る
も
の
と
す
る
。

（
形
式
の
改
正
）

第
二
条

既
存
告
示
の
形
式
を
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
左
横
書
き
に
改
正
す
る
。

一

既
存
告
示
に
お
け
る
右
方
は
こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
既
存
告
示
（
以
下
「
改
正
後
告
示
」
と

い
う
。
）
に
お
け
る
上
方
と
し
、
既
存
告
示
に
お
け
る
上
方
は
改
正
後
告
示
に
お
け
る
左
方
と
す
る

。
二

改
正
後
告
示
に
お
け
る
文
字
（
符
号
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
順
序
は
、
既
存
告
示
に
お
け
る

文
字
の
順
序
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
は
、
既
存
告
示
に
お
い
て
既
に
左
横
書
き
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
表
（
別
表
を
含
む
。

以
下
同
じ
。
）
及
び
改
正
後
告
示
に
お
い
て
縦
書
き
と
す
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
表
に
つ
い
て

は
、
適
用
し
な
い
。

３

既
存
告
示
に
お
い
て
左
横
書
き
で
あ
る
部
分
及
び
縦
書
き
で
あ
る
部
分
が
混
在
し
て
い
る
表
そ
の
他

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
表
に
つ
い
て
は
、
教
育
長
が
別
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
用
字
及
び
用
語
の
整
理
）

第
三
条

既
存
告
示
中
の
用
字
及
び
用
語
の
整
理
に
つ
い
て
は
、
徳
島
県
条
例
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改

正
す
る
等
の
条
例
（
令
和
七
年
徳
島
県
条
例
第
四
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定

の
例
に
よ
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
教
育
長
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

（
委
任
）

第
四
条

こ
の
告
示
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
告
示
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
教
育
長
が
別

に
定
め
る
。

附

則

こ
の
告
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



徳
島
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
一
号

庁

中

一

般

各

教

育

機

関

徳
島
県
教
育
委
員
会
公
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長

中

川

斉

史

徳
島
県
教
育
委
員
会
公
文
書
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

徳
島
県
教
育
委
員
会
公
文
書
管
理
規
程
（
令
和
六
年
徳
島
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
一
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
六
条
第
二
号
た
だ
し
書
中
「
条
例
、
規
則
、
告
示
、
訓
令
そ
の
他
」
を
削
る
。

第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
に
は
」
を
「
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
も
の
に
は
」
に
、
「
押
印
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
を
「
押
印
す
る
も
の
と
す
る
」
に
改
め
、
た
だ
し
書
を
削
り
、
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

法
令
、
条
例
、
規
則
そ
の
他
の
規
程
に
よ
り
公
印
の
押
印
が
必
要
と
さ
れ
る
紙
文
書

二

県
又
は
相
手
方
の
権
利
義
務
又
は
法
的
地
位
に
重
大
な
影
響
を
及
ぼ
す
紙
文
書
（
教
育
政
策
課
長

が
別
に
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）

三

事
実
の
証
明
に
関
す
る
紙
文
書
そ
の
他
の
内
容
が
真
正
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
必
要
が
あ
る
紙

文
書
（
教
育
政
策
課
長
が
別
に
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
公
印
の
押
印
が
必
要
と
認
め
ら
れ
る
紙
文
書

第
二
十
五
条
中
第
三
項
を
削
り
、
第
四
項
を
第
三
項
と
す
る
。

第
二
十
六
条
第
四
項
中
「
前
条
第
四
項
」
を
「
前
条
第
三
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
七
条
中
「
主
務
課
等
の
長
は
、
毎
年
度
、
教
育
政
策
課
長
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
」
を

「
教
育
政
策
課
長
は
」
に
、
「
教
育
政
策
課
長
に
」
を
「
、
毎
年
度
、
知
事
に
」
に
改
め
る
。

「登
録
例
文
・
共
通
例
文
・
公
印
省
略
・

「登
録
例
文
・
共
通
例
文
・

様
式
第
四
号
中

を

に
改
め

そ
の
他

（

）

」

そ
の
他

（

）

」

る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



徳
島
県
教
育
委
員
会
訓
令
第
二
号

庁

中

一

般

各

教

育

機

関

徳
島
県
教
育
委
員
会
訓
令
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
等
の
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長

中

川

斉

史

徳
島
県
教
育
委
員
会
訓
令
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
等
の
訓
令

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
訓
令
は
、
こ
の
訓
令
の
施
行
の
際
現
に
制
定
さ
れ
て
い
る
徳
島
県
教
育
委
員
会
訓
令
（
以

下
「
既
存
訓
令
」
と
い
う
。
）
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
こ
と
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め

る
も
の
と
す
る
。

（
形
式
の
改
正
）

第
二
条

既
存
訓
令
の
形
式
を
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
左
横
書
き
に
改
正
す
る
。

一

既
存
訓
令
に
お
け
る
右
方
は
こ
の
訓
令
に
よ
る
改
正
後
の
既
存
訓
令
（
以
下
「
改
正
後
訓
令
」
と

い
う
。
）
に
お
け
る
上
方
と
し
、
既
存
訓
令
に
お
け
る
上
方
は
改
正
後
訓
令
に
お
け
る
左
方
と
す
る

。
二

改
正
後
訓
令
に
お
け
る
文
字
（
符
号
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
順
序
は
、
既
存
訓
令
に
お
け
る

文
字
の
順
序
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
は
、
既
存
訓
令
に
お
い
て
既
に
左
横
書
き
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
表
（
別
表
を
含
む
。

以
下
同
じ
。
）
及
び
様
式
並
び
に
改
正
後
訓
令
に
お
い
て
縦
書
き
と
す
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る

表
及
び
様
式
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

３

既
存
訓
令
に
お
い
て
左
横
書
き
で
あ
る
部
分
及
び
縦
書
き
で
あ
る
部
分
が
混
在
し
て
い
る
表
及
び
様

式
そ
の
他
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
表
及
び
様
式
に
つ
い
て
は
、
教

育
長
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
用
字
及
び
用
語
の
整
理
）

第
三
条

既
存
訓
令
中
の
用
字
及
び
用
語
の
整
理
に
つ
い
て
は
、
徳
島
県
条
例
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改

正
す
る
等
の
条
例
（
令
和
七
年
徳
島
県
条
例
第
四
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定

の
例
に
よ
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
教
育
長
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

（
委
任
）

第
四
条

こ
の
訓
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
訓
令
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
教
育
長
が
別

に
定
め
る
。

附

則

１

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
訓
令
の
様
式
に
相
当
す
る
既
存
訓
令
に
定
め
る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の

調
整
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。



徳
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第
一
号

庁

中

一

般

各

教

育

機

関

徳
島
県
教
育
委
員
会
の
事
務
の
決
裁
及
び
専
決
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長

中

川

斉

史

徳
島
県
教
育
委
員
会
の
事
務
の
決
裁
及
び
専
決
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

徳
島
県
教
育
委
員
会
の
事
務
の
決
裁
及
び
専
決
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
四
十
六
年
徳
島
県
教
育
委
員
会

教
育
長
訓
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
の
表
第
一
項
中
「
（
昭
和
四
十
年
徳
島
県
人
事
委
員
会
規
則
七
―
一
）
」
を
「
（
徳
島
県
人

事
委
員
会
規
則
七
―
一
）
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
副
教
育
長
及
び
」
を
「
副
教
育
長
、
教
育
改
革

統
括
監
及
び
」
に
改
め
、
同
表
第
五
項
及
び
第
六
項
を
削
り
、
第
四
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

五

公
益
信
託
に
関
す
る
こ
と
。

１

公
益
信
託
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
三
十
号
）
附
則

教
育
長

第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
旧
法
公
益
信
託
及
び
同
法
附
則
第
四

条
第
一
項
に
規
定
す
る
旧
信
託
法
公
益
信
託
の
監
督
に
関
す
る
こ

と
。

別
表
第
一
の
表
中
第
七
項
を
第
六
項
と
し
、
第
八
項
を
第
七
項
と
す
る
。

別
表
第
二
教
育
政
策
課
の
表
第
六
項
中
「
（
平
成
二
十
八
年
徳
島
県
人
事
委
員
会
規
則
四
―
九
）
」
を

「
（
徳
島
県
人
事
委
員
会
規
則
四
―
九
）
」
に
改
め
、
同
項
第
十
七
号
中
「
（
昭
和
四
十
一
年
徳
島
県
人

事
委
員
会
規
則
一
一
―
二
）
」
を
「
（
徳
島
県
人
事
委
員
会
規
則
一
一
―
二
）
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
教
育
創
生
課
の
表
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

四

寄
宿
舎
の
新
設
等
に
係
る
企
画
調
整
に
関
す
る
こ
と
。

１

寄
宿
舎
の
新
設
等
に
係
る
企
画
調
整
に
関
す
る
事
務
を
処
理
す

課
長

る
こ
と
。

別
表
第
二
教
職
員
課
の
表
第
五
項
中
「
（
昭
和
二
十
七
年
徳
島
県
人
事
委
員
会
規
則
六
―
五
）
」
を
「

（
徳
島
県
人
事
委
員
会
規
則
六
―
五
）
」
に
、
「
（
昭
和
二
十
七
年
徳
島
県
人
事
委
員
会
規
則
六
―
二
四

）
」
を
「
（
徳
島
県
人
事
委
員
会
規
則
六
―
二
四
）
」
に
改
め
、
同
項
第
二
十
四
号
中
「
（
平
成
二
年
徳

島
県
人
事
委
員
会
規
則
六
―
一
二
三
）
」
を
「
（
徳
島
県
人
事
委
員
会
規
則
六
―
一
二
三
）
」
に
改
め
、

同
項
第
二
十
五
号
中
「
（
昭
和
四
十
九
年
徳
島
県
人
事
委
員
会
規
則
六
―
八
七
）
」
を
「
（
徳
島
県
人
事

委
員
会
規
則
六
―
八
七
）
」
に
改
め
、
同
項
第
二
十
六
号
中
「
（
昭
和
五
十
三
年
徳
島
県
人
事
委
員
会
規

則
六
―
二
七
）
」
を
「
（
徳
島
県
人
事
委
員
会
規
則
六
―
二
七
）
」
に
改
め
、
同
項
第
二
十
七
号
中
「
（

昭
和
三
十
三
年
徳
島
県
人
事
委
員
会
規
則
六
―
二
六
）
」
を
「
（
徳
島
県
人
事
委
員
会
規
則
六
―
二
六
）

」
に
改
め
、
同
項
第
二
十
八
号
中
「
（
昭
和
四
十
八
年
徳
島
県
人
事
委
員
会
規
則
六
―
一
四
」
を
「
（
徳

島
県
人
事
委
員
会
規
則
六
―
一
四
」
に
改
め
、
同
項
第
三
十
号
中
「
（
昭
和
三
十
四
年
徳
島
県
人
事
委
員

会
規
則
六
―
二
八
）
」
を
「
（
徳
島
県
人
事
委
員
会
規
則
六
―
二
八
）
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
福
利
厚
生
課
の
表
第
三
項
中
「
（
昭
和
二
十
九
年
徳
島
県
人
事
委
員
会
規
則
六
―
一
〇
）
」

を
「
（
徳
島
県
人
事
委
員
会
規
則
六
―
一
〇
）
」
に
改
め
る
。

別
表
第
五
中
「
（
第
六
条
の
三
関
係
）
」
を
「
（
第
六
条
の
四
関
係
）
」
に
改
め
、
同
表
第
一
項
中
「



（
昭
和
二
十
七
年
徳
島
県
人
事
委
員
会
規
則
六
―
五
）
」
を
「
（
徳
島
県
人
事
委
員
会
規
則
六
―
五
）
」

に
改
め
、
同
表
第
三
項
中
「
（
昭
和
四
十
九
年
徳
島
県
人
事
委
員
会
規
則
六
―
八
七
）
」
を
「
（
徳
島
県

人
事
委
員
会
規
則
六
―
八
七
）
」
に
改
め
、
同
表
第
四
項
中
「
（
平
成
二
年
徳
島
県
人
事
委
員
会
規
則
六

―
一
二
三
）
」
を
「
（
徳
島
県
人
事
委
員
会
規
則
六
―
一
二
三
）
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。



徳
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
第
二
号

庁

中

一

般

各

教

育

機

関

徳
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
等
の
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る

。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長

中

川

斉

史

徳
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓
令
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
等
の
訓
令

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
訓
令
は
、
こ
の
訓
令
の
施
行
の
際
現
に
制
定
さ
れ
て
い
る
徳
島
県
教
育
委
員
会
教
育
長
訓

令
（
以
下
「
既
存
訓
令
」
と
い
う
。
）
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改
正
す
る
こ
と
等
に
関
し
必
要
な
事
項

を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
形
式
の
改
正
）

第
二
条

既
存
訓
令
の
形
式
を
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
左
横
書
き
に
改
正
す
る
。

一

既
存
訓
令
に
お
け
る
右
方
は
こ
の
訓
令
に
よ
る
改
正
後
の
既
存
訓
令
（
以
下
「
改
正
後
訓
令
」
と

い
う
。
）
に
お
け
る
上
方
と
し
、
既
存
訓
令
に
お
け
る
上
方
は
改
正
後
訓
令
に
お
け
る
左
方
と
す
る

。
二

改
正
後
訓
令
に
お
け
る
文
字
（
符
号
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
順
序
は
、
既
存
訓
令
に
お
け
る

文
字
の
順
序
と
す
る
。

２

前
項
の
規
定
は
、
既
存
訓
令
に
お
い
て
既
に
左
横
書
き
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
表
（
別
表
を
含
む
。

以
下
同
じ
。
）
及
び
改
正
後
訓
令
に
お
い
て
縦
書
き
と
す
る
こ
と
が
適
当
と
認
め
ら
れ
る
表
に
つ
い
て

は
、
適
用
し
な
い
。

３

既
存
訓
令
に
お
い
て
左
横
書
き
で
あ
る
部
分
及
び
縦
書
き
で
あ
る
部
分
が
混
在
し
て
い
る
表
そ
の
他

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
表
に
つ
い
て
は
、
教
育
長
が
別
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
用
字
及
び
用
語
の
整
理
）

第
三
条

既
存
訓
令
中
の
用
字
及
び
用
語
の
整
理
に
つ
い
て
は
、
徳
島
県
条
例
の
形
式
を
左
横
書
き
に
改

正
す
る
等
の
条
例
（
令
和
七
年
徳
島
県
条
例
第
四
十
九
号
）
第
三
条
第
一
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定

の
例
に
よ
る
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
教
育
長
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

（
委
任
）

第
四
条

こ
の
訓
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
訓
令
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
教
育
長
が
別

に
定
め
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
































































































